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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】販売者が面倒な情報のダウンロード及びアップ
ロード作業を行わずに、容易に運送状を出力できる運送
状出力サービス装置を提供する。
【解決手段】ショッピングモール、販売者及び配送者と
連動して運送状の出力を支援する運送状出力サービス装
置２００は、配送者から予め複数の運送状番号を割り当
てられて格納する運送状番号格納部と、販売者がアクセ
ス可能な運送状ページを提供する運送状ページ提供部と
、購買者がショッピングモールを介して販売者の商品を
注文すると、ショッピングモールから商品の注文情報の
入力を受け、運送状番号格納部に格納された複数の運送
状番号から商品に対する運送状番号を発番する運送状番
号発番部と、運送状ページ内に運送状番号発番部が発番
した運送状番号を含む運送状情報及び注文情報を提供す
る情報提供部を備える。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ショッピングモール、販売者、及び配送者と連動して運送状の出力を支援する運送状出
力サービス装置であって、
　前記配送者から予め割り当てられた複数の運送状番号を格納する運送状番号格納部と、
　前記販売者がアクセス可能な運送状ページを提供する運送状ページ提供部と、
　購買者が前記ショッピングモールを介して前記販売者の商品を注文すると、前記ショッ
ピングモールから前記商品の注文情報の入力を受け、前記運送状番号格納部に格納された
前記複数の運送状番号から前記商品に対する運送状番号を発番する運送状番号発番部と、
　前記運送状番号発番部が発番した前記運送状番号を含む運送状情報及び前記注文情報を
前記運送状ページに提供する第１情報提供部と
　を備える、
　運送状出力サービス装置。
【請求項２】
　前記販売者が前記運送状ページ内で前記商品に対する運送状を出力できるように運送状
イメージを出力する運送状イメージ出力部をさらに備える、
　請求項１に記載の運送状出力サービス装置。
【請求項３】
　前記販売者が前記運送状ページ内で前記商品に対する運送状を出力すると、前記運送状
情報を前記配送者と前記ショッピングモールに提供する第２情報提供部をさらに備える、
　請求項１に記載の運送状出力サービス装置。
【請求項４】
　前記運送状ページ提供部は、前記販売者が利用する配送者の運送状フォームに従って出
力する情報を設定する運送状フォーム設定部を含む、
　請求項１に記載の運送状出力サービス装置。
【請求項５】
　前記運送状フォーム設定部は、それぞれの配送者から提供される運送状がスキャンされ
た画像に基づいて、運送状番号フィールド及び日付フィールドを含む複数のフィールドの
位置、フォント、及び属性を該当する配送者の運営ポリシーに従って設定することにより
前記運送状フォームを作成する、
　請求項４に記載の運送状出力サービス装置。
【請求項６】
　前記運送状フォーム設定部は、ユーザーが前記複数のフィールドの位置、フォント、及
び属性を編集可能な運送状フォームカスタマイズ機能を提供する、
　請求項５に記載の運送状出力サービス装置。
【請求項７】
　前記運送状ページ提供部は、前記運送状ページを前記ショッピングモール内の前記販売
者の販売者サイトに提供する、
　請求項１ないし６の何れか一項に記載の運送状出力サービス装置。
【請求項８】
　前記運送状ページ提供部は、前記運送状ページを前記ショッピングモールと異なるサイ
トに提供する、
　請求項１ないし６の何れか一項に記載の運送状出力サービス装置。
【請求項９】
　前記販売者のサービス利用申請を受け、前記販売者のサービス加入を行うサービス加入
遂行部をさらに備える、
　請求項１ないし８の何れか一項に記載の運送状出力サービス装置。
【請求項１０】
　前記運送状イメージ出力部は、前記運送状情報及び前記注文情報が記載された運送状イ
メージを前記販売者がワンクリックで出力可能にする、
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　請求項２に記載の運送状出力サービス装置。
【請求項１１】
　前記運送状イメージ出力部は、前記ショッピングモールから前記注文情報が入力される
と、前記運送状情報及び前記注文情報が記載された運送状イメージを前記販売者の出力装
置に自動的に出力する、
　請求項２に記載の運送状出力サービス装置。
【請求項１２】
　前記運送状番号発番部は、前記ショッピングモールから前記注文情報が入力されると、
前記販売者に前記注文情報を通知する、
　請求項１ないし１１の何れか一項に記載の運送状出力サービス装置。
【請求項１３】
　ショッピングモール、販売者、及び配送者と連動して運送状の出力を支援する運送状出
力サービス方法であって、
　前記配送者から予め割り当てられた複数の運送状番号を格納する運送状番号格納工程と
、
　前記販売者がアクセス可能な運送状ページを提供する運送状ページ提供工程と、
　購買者が前記ショッピングモールを介して前記販売者の商品を注文すると、前記ショッ
ピングモールから前記商品の注文情報の入力を受け、前記運送状番号格納工程において格
納した前記複数の運送状番号から前記商品に対する運送状番号を発番する運送状番号発番
工程と、
　前記運送状番号発番工程において発番した前記運送状番号を含む運送状情報及び前記注
文情報を前記運送状ページ内に提供する情報提供工程と
　を備える、
　運送状出力サービス方法。
【請求項１４】
　ショッピングモール、販売者、及び配送者と連動して運送状の出力を支援する運送状出
力サービスシステムであって、
　前記ショッピングモール、前記販売者、及び前記配送者を接続するネットワークを構成
するためのネットワーク装置と、
　メモリーとプロセッサを含む演算装置と
　を備え、
　前記演算装置は、請求項１ないし１２の何れか一項に記載の運送状出力サービス装置を
含む、
　運送状出力サービスシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、運送状出力サービス装置及び運送状出力サービス方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＩＴ技術の発展に伴い、消費者の製品購買パターンが従来のオフラインショッピングモ
ールからオンラインショッピングモール（以下、「ショッピングモール」）に移っている
傾向である。
【０００３】
　それと共に、ショッピングモールで販売した商品を特定の配送者を介して購買者に迅速
かつ安全に配送するための配送システムも徐々に変化している（例えば、特許文献１及び
２参照）。
【０００４】
　通常、購買者がショッピングモールで商品を注文すると、ショッピングモールは当該商
品の販売者アカウントに商品の注文情報（販売情報）を格納し、販売者は定期的に自分の
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アカウントを訪問して商品の注文状態を把握する。
【０００５】
　商品の注文を確認すると、販売者は注文情報をダウンロードし、契約を結んでいる配送
者に注文情報をアップロードし、当該商品に対する運送状を出力する。
【０００６】
　販売者は、出力した運送状を商品に付着することで配送準備を完了し、当該商品の注文
番号に該当する運送状番号をショッピングモールにアップロード（登録）する。
【０００７】
　発行（発番）された運送状番号がショッピングモールにアップロードされると、ショッ
ピングモールは商品の配送準備が完了したと判断し、購買者に配送準備が完了したことを
通知する。
【０００８】
　配送者は、運送状番号を発番することで配送する商品が存在することを認識し、販売者
から運送状が付された商品をピックアップし、購買者に配送する。これで一連の配送作業
が完了する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】韓国特許公開公報第１０－２０１７－００７７４９５号
【特許文献２】韓国特許公報第１０－１３２２４６６号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　従来の運送状処理では、販売者がショッピングモールから注文情報（販売情報）をダウ
ンロードして注文情報を配送者にアップロードし、配送者から運送状番号を発番してもら
い、運送状番号をショッピングモールにアップロードする作業を行う必要があるので、販
売者の面倒な業務手続及びこれによって発生するミスなどの問題がある。
【００１１】
　さらに、販売者が常時注文に係る情報のダウンロード及びアップロード作業を行うので
、購買者の個人情報が洩れる可能性がある。
【００１２】
　本発明は上記に鑑みてなされたものであり、販売者が面倒な情報のダウンロード及びア
ップロード作業を行わずに、容易に運送状を出力できる運送状出力サービス装置を提供す
ることを一つの目的とする。
【００１３】
　さらに、販売者が面倒な情報のダウンロード及びアップロード作業を行わずに、容易に
運送状を出力できる運送状出力サービス方法を提供することをもう一つの目的とする。
【００１４】
　さらに、販売者が面倒な情報のダウンロード及びアップロード作業を行わずに、容易に
運送状を出力できる運送状出力サービスシステムを提供することをもう一つの目的とする
。
【００１５】
　本発明の解決課題は以上で言及されたものに限定されず、言及されていない他の解決課
題は下記の記載から当該技術分野における通常の知識を有した者に明確に理解できるであ
ろう。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明の少なくとも一つの実施例においては、ショッピングモール、販売者、及び配送
者と連動して運送状の出力を支援する運送状出力サービス装置であって、前記配送者から
予め複数の運送状番号を割り当てられて格納する運送状番号格納部と、前記販売者がアク
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セス可能な運送状ページを提供する運送状ページ提供部と、購買者が前記ショッピングモ
ールを介して前記販売者の商品を注文すると、前記ショッピングモールから前記商品の注
文情報の入力を受け、前記運送状番号格納部に格納された前記複数の運送状番号から前記
商品に対する運送状番号を発番する運送状番号発番部と、前記運送状ページ内に前記運送
状番号発番部が発番した前記運送状番号を含む運送状情報及び前記注文情報を提供する第
１情報提供部を備える、運送状出力サービス装置を提供する。
【００１７】
　本発明の少なくとも一つの実施例において、前記運送状出力サービス装置は、前記販売
者が前記運送状ページ内で前記商品に対する運送状を出力できるように運送状イメージを
出力する運送状イメージ出力部をさらに備える。
【００１８】
　本発明の少なくとも一つの実施例において、前記運送状出力サービス装置は、前記販売
者が前記運送状ページ内で前記商品に対する運送状を出力すると、前記運送状情報を前記
配送者と前記ショッピングモールに提供する第２情報提供部をさらに備える。
【００１９】
　本発明の少なくとも一つの実施例において、前記運送状ページ提供部は、前記販売者が
利用する配送者の運送状フォームに従って出力する情報を設定する運送状フォーム設定部
を含む。
【００２０】
　本発明の少なくとも一つの実施例において、前記運送状フォーム設定部は、それぞれの
配送者から提供される運送状をスキャンし、運送状番号フィールド及び日付フィールドを
含む複数のフィールドの位置、フォント、及び属性を該当する配送者の運営ポリシーに従
って設定する。
【００２１】
　本発明の少なくとも一つの実施例において、前記運送状フォーム設定部は、ユーザーが
前記複数のフィールドの位置、フォント、及び属性を編集可能な運送状フォームカスタマ
イズ機能を提供する。
【００２２】
　本発明の少なくとも一つの実施例において、前記運送状ページ提供部は、前記運送状ペ
ージを前記ショッピングモール内の前記販売者の販売者サイトに提供する。
【００２３】
　本発明の少なくとも一つの実施例において、前記運送状ページ提供部は、前記運送状ペ
ージを別途のサイトに提供する。
【００２４】
　本発明の少なくとも一つの実施例において、前記運送状出力サービス装置は、前記販売
者のサービス利用申請を受け、前記販売者のサービス加入を行うサービス加入遂行部をさ
らに備える。
【００２５】
　本発明の少なくとも一つの実施例において、前記運送状イメージ出力部は、前記運送状
情報及び前記注文情報が記載された運送状イメージを前記販売者がワンクリックで出力可
能にする。
【００２６】
　本発明の少なくとも一つの実施例において、前記運送状イメージ出力部は、前記ショッ
ピングモールから前記注文情報が入力されると、前記運送状情報及び前記注文情報が記載
された運送状イメージを前記販売者の出力装置に自動に出力する。
【００２７】
　本発明の少なくとも一つの実施例において、前記運送状番号発番部は、前記ショッピン
グモールから前記注文情報が入力されると、前記販売者に前記注文情報を通知する。
【００２８】
　本発明の少なくとも一つの実施例においては、ショッピングモール、販売者、及び配送
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者と連動して運送状の出力を支援する運送状出力サービス方法であって、前記配送者から
予め複数の運送状番号を割り当てられて格納する運送状番号格納工程と、前記販売者がア
クセス可能な運送状ページを提供する運送状ページ提供工程と、購買者が前記ショッピン
グモールを介して前記販売者の商品を注文すると、前記ショッピングモールから前記商品
の注文情報の入力を受け、前記運送状番号格納部に格納された前記複数の運送状番号から
前記商品に対する運送状番号を発番する運送状番号発番工程と、前記運送状ページ内に前
記運送状番号発番部が発番した前記運送状番号を含む運送状情報及び前記注文情報を提供
する情報提供工程を備える、運送状出力サービス方法を提供する。
【００２９】
　本発明の少なくとも一つの実施例においては、ショッピングモール、販売者、及び配送
者と連動して運送状の出力を支援する運送状出力サービスシステムであって、前記ショッ
ピングモール、前記販売者、及び前記配送者を接続するネットワークを構成するためのネ
ットワーク装置と、メモリーとプロセッサを含む演算装置を備え、前記演算装置は、前記
運送状出力サービス装置を含む、運送状出力サービスシステムを提供する。
【００３０】
　本明細書でそれぞれの実施例は互いに独立的に記載されているが、それぞれの実施例は
相互組合せが可能であり、組合せによる実施例も本発明の権利範囲に含まれる。
【００３１】
　上述した要約は単に説明のためのものであり、如何なる形でも限定を意図するものでは
ない。上述した説明様態、実施例、及び特徴に加え、追加の様態、実施例、及び特徴が図
面及び詳細な説明を参照することで明確になるはずである。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明の少なくとも一つの実施例によれば、販売者が面倒な情報のダウンロード及びア
ップロード作業を行わずに、容易に運送状を出力できるという効果を奏する。
【００３３】
　本発明の少なくとも一つの実施例によれば、ショッピングモールと注文情報を連動する
ので、販売者の面倒な業務手続及びそれによるミスを事前に防止することができるという
効果を奏する。
【００３４】
　本発明の少なくとも一つの実施例によれば、配送者と連動して配送情報を自動に移管す
るので、配送追跡などを介して物流品質を改善できるという効果を奏する。
【００３５】
　本発明の効果は以上で言及されたものなどに限定されず、言及されていない他の効果は
下記の記載から当該技術分野における通常の知識を有した者に明確に理解できるはずであ
る。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】従来の運送状出力処理を示す概略図である。
【図２】本発明の少なくとも一つの実施例に係る運送状出力サービスシステムの概略図で
ある（同一ショッピングモール内）。
【図３】本発明の少なくとも一つの実施例に係る運送状出力サービスシステムの概略図で
ある（別途のサイト）。
【図４】本発明の少なくとも一つの実施例に係る運送状出力サービス装置の機能ブロック
図である。
【図５】本発明の少なくとも一つの実施例に係る運送状出力サービス方法を説明するため
のフローチャートである。
【図６】本発明の少なくとも一つの実施例に係る運送状フォームの一例を示す概略図であ
る。
【発明を実施するための形態】
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【００３７】
　以下、添付図面を参照し、本発明の少なくとも一つの実施例に係る運送状出力サービス
装置及び運送状出力サービス方法について詳しく説明する。
【００３８】
　図１は、従来の運送状出力処理を示す概略図である。
【００３９】
　図１に示す従来の運送状出力システムでは、ショッピングモール１００、販売者１１０
－１、１１０－２、．．．、１１０－ｎ（以下、「販売者１１０」）、配送者１２０、及
び購買者１３０がネットワーク（例えば、インターネット）で接続され、購買者１３０が
ショッピングモール１００で商品を注文すると、ショッピングモール１００は当該商品の
販売者１１０のアカウントに商品の注文情報（販売情報）を格納し、販売者１１０は定期
的に自分のアカウントを訪問して商品の注文状態を把握する。
【００４０】
　商品の注文が確認されると、販売者１１０は注文情報をダウンロードし、契約を結んで
いる配送者１２０に注文情報をアップロードし、当該商品に対する運送状を出力する。
【００４１】
　販売者１１０は出力した運送状を商品に付することで商品の配送準備を完了し、当該商
品の注文番号に該当する運送状番号をショッピングモール１００にアップロード（登録）
する。
【００４２】
　発番された運送状番号がショッピングモール１００にアップロードされると、ショッピ
ングモール１００は商品の配送準備が完了したと判断し、購買者１３０に配送準備が完了
したことを通知する。
【００４３】
　配送者１２０は運送状番号を発番することで配送する商品が存在することを認識し、販
売者１１０から運送状が付された商品をピックアップし、購買者１３０に配送する。これ
で一連の配送作業が完了する。
【００４４】
　図２は、本発明の少なくとも一つの実施例に係る運送状出力サービスシステムの概略図
で、本発明の少なくとも一つの実施例に係る運送状出力サービス装置２００がショッピン
グモール１００内に存在する場合を示し、図３は、本発明の少なくとも一つの実施例に係
る運送状出力サービスシステムの概略図で、本発明の少なくとも一つの実施例に係る運送
状出力サービス装置２００がショッピングモール１００とは異なる別途のサイトに存在す
る場合を示す。図４は、本発明の少なくとも一つの実施例に係る運送状出力サービス装置
２００の機能ブロック図である。
【００４５】
　図２及び図３に示すように、本発明の少なくとも一つの実施例に係る運送状出力サービ
スシステムで、運送状出力サービス装置２００はショッピングモール１００、販売者１１
０、及び配送者１２０とネットワーク（例えば、インターネット）を介して連動し、販売
者１１０に運送状の出力を支援する。
【００４６】
　図４に示すように、運送状出力サービス装置２００は、運送状番号格納部２２０、運送
状ページ提供部２４０、運送状番号発番部２３０、及び第１情報提供部２６０を備える。
【００４７】
　運送状番号格納部２２０は、予め配送者１２０から割り当てられた複数の運送状番号を
格納する。運送状番号格納部２２０は、例えば格納している運送状番号の数量が、一日あ
たりに使用される運送状番号の数量の最大値以下になった時点で、配送者１２０が管理す
る運送状番号管理サーバに運送状番号を要求することにより、新たな複数の運送状番号の
割り当てを受ける。運送状番号格納部２２０は、過去の商品販売数の履歴情報（例えば曜
日別の販売数の履歴情報）に基づいて運送状番号の必要数を推定し、推定した必要数以上
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の運送状番号の割当を受けてもよい。
【００４８】
　運送状ページ提供部２４０は、販売者１１０がアクセス可能な運送状ページを提供する
。運送状ページは、例えば、ウェブサイトにおいて提供されるコンテンツである。運送状
ページはショッピングモール１００内または別途のサイト内の販売者１１０の販売者アカ
ウントを介して提供されても良い。
【００４９】
　運送状番号発番部２３０は、購買者１３０がショッピングモール１００を介して販売者
１１０の商品を注文すると、ショッピングモール１００から商品の注文情報の入力を受け
、運送状番号格納部２２０に格納された複数の運送状番号から一つの番号を選択して当該
商品に対する運送状番号を発番する。ここで、番号の選択は格納された複数の運送状番号
の順番に沿って次の使用可能な番号を選択しても良い。運送状番号発番部２３０は、格納
された複数の運送状番号を複数のグループに分類しておき、注文された商品の種別ごとに
割り当てられた分類に属する運送状番号を選択してもよい。このようにすることで、販売
者１１０や配送者１２０が、運送状番号を確認するだけで、商品の種別を特定することが
できる。
【００５０】
　第１情報提供部２６０は、運送状番号発番部２３０が発番した運送状番号を含む運送状
情報及び当該商品の注文情報を運送状ページ内に提供する。
【００５１】
　図２及び図３に示す本発明の少なくとも一つの実施例に係る運送状出力サービスシステ
ムは、ショッピングモール１００、販売者１１０、及び配送者１２０を接続するネットワ
ーク（不図示）及びプロセッサ（不図示）とメモリー（不図示）を含む演算装置(運送状
出力サービス装置２００)を備える。演算装置は、ネットワークを介して配送者１２０か
ら予め複数の運送状番号を割り当てられ、メモリーに格納する運送状番号格納部２２０、
販売者１１０がアクセス可能な運送状ページを提供する運送状ページ提供部２４０、購買
者１３０がショッピングモール１００を介して販売者１１０の商品を注文すると、ショッ
ピングモール１００から当該商品の注文情報の入力を受け、メモリーに格納された複数の
運送状番号から一つの運送状番号を選択して当該商品に対する運送状番号を発番する運送
状番号発番部２３０、及び運送状ページ内に運送状番号発番部２３０が発番した運送状番
号を含む運送状情報及び当該商品に対する注文情報を提供する第１情報提供部２６０を含
む。
【００５２】
　本発明の少なくとも一つの実施例において、運送状出力サービス装置２００は、販売者
１１０が運送状ページ内で当該商品に対する運送状を出力できるように運送状イメージを
出力する運送状イメージ出力部２５０をさらに備える。ここで、イメージの出力とは、プ
リンターを用いた印刷とプリンターでの出力のための印刷イメージの出力の両方を含む。
【００５３】
　本発明の少なくとも一つの実施例において、運送状出力サービス装置２００は、販売者
１１０が運送状ページ内で当該商品に対する運送状を出力すると、運送状情報を配送者１
２０とショッピングモール１００に提供する第２情報提供部２７０をさらに備える。
【００５４】
　従って、本発明の少なくとも一つの実施例に係る運送状出力サービスシステムでは、販
売者１１０が運送状を出力してから、当該商品の注文番号に該当する運送状番号をショッ
ピングモール１００にアップロード（登録）する必要がない。
【００５５】
　故に、本発明の少なくとも一つの実施例に係る運送状出力サービスシステムでは、配送
者と連動して配送情報を自動的に配送者に提供するので、配送追跡などを介して物流品質
を改善することができる。
【００５６】
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　本発明の少なくとも一つの実施例において、運送状ページ提供部２４０は、販売者１１
０が利用する配送者１２０の運送状フォームに従って出力する情報を設定する運送状フォ
ーム設定部２４１を含む。
【００５７】
　本発明の少なくとも一つの実施例において、運送状フォーム設定部２４１は、それぞれ
の配送者１２０から提供される運送状をスキャンすることにより作成したスキャン画像に
基づいて、運送状番号フィールド及び日付フィールドを含む複数のフィールドの位置、フ
ォント、及び属性を該当する配送者１２０の運営ポリシーに従って設定することにより運
送状フォームを作成する（図６参照）。すなわち、運送状フォーム設定部２４１は、配送
者１２０が配送業務を運営する方法に合致したフォーマットの運送状フォームを作成する
。
【００５８】
　本発明の少なくとも一つの実施例において、運送状フォーム設定部２４１は、ユーザー
が複数のフィールドの位置、フォント、及び属性を編集可能な運送状フォームのカスタマ
イズ機能を提供する（図６参照）。
【００５９】
　本発明の少なくとも一つの実施例において、運送状ページ提供部２４０は、運送状ペー
ジをショッピングモール１００内の販売者１１０の販売者サイトに提供する。従って、本
発明の少なくとも一つの実施例に係る運送状出力サービスシステムでは、販売者１１０が
同一のショッピングモール内で注文及び配送処理を両方ともできるという効果がある。
【００６０】
　本発明の少なくとも一つの実施例において、運送状ページ提供部２４０は、運送状ペー
ジをショッピングモールとは異なる別途のサイトに提供する。従って、本発明の少なくと
も一つの実施例に係る運送状出力サービスシステムでは、販売者１１０は注文処理と配送
処理を別途管理することができるのみならず、別途のサイトを介してショッピングモール
１００での販売とは関係のない配送処理も可能である。
【００６１】
　本発明の少なくとも一つの実施例において、運送状出力サービス装置２００は、販売者
１１０のサービス利用申請を受け、販売者１１０のサービス加入を行うサービス加入遂行
部２１０をさらに備える。
【００６２】
　本発明の少なくとも一つの実施例において、運送状イメージ出力部２５０は、運送状情
報及び注文情報が記載された運送状イメージを販売者１１０がワンクリックで出力可能に
する。
【００６３】
　従って、本発明の少なくとも一つの実施例に係る運送状出力サービスシステムでは、販
売者１１０が商品の注文状態を把握し、注文情報をダウンロード及びアップロードする複
数の段階でのクリックを行わずに、一回のクリックのみで運送状を出力することができる
。
【００６４】
　本発明の少なくとも一つの実施例において、運送状イメージ出力部２５０は、ショッピ
ングモール１００から注文情報が入力されると、運送状情報及び注文情報が記載された運
送状イメージを販売者１１０の出力装置に自動に出力する。
【００６５】
　このようにすることで、本発明の少なくとも一つの実施例に係る運送状出力サービスシ
ステムでは、販売者１１０が別途の作業を行わなくても購買者１３０の注文と同時に自動
で運送状を出力することができるので、面倒な情報のダウンロード及びアップロードなど
の作業を行わずに、容易に運送状を出力することができる。
【００６６】
　本発明の少なくとも一つの実施例において、運送状番号発番部２３０は、ショッピング
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モール１００から注文情報が入力されると、販売者１１０に注文情報を通知する。
【００６７】
　このように、本発明の少なくとも一つの実施例に係る運送状出力サービスシステムでは
、ショッピングモール１００から注文情報が入力されると、運送状番号発番部２３０が直
ちに文字、電子メール、電話などを介して販売者１１０に注文情報を通知するので、販売
者１１０が定期的に注文情報を把握する手間を省くことができる。
【００６８】
　図５は、本発明の少なくとも一つの実施例に係る運送状出力サービス方法を説明するた
めのフローチャートである。
【００６９】
　図５に示すように、本発明の少なくとも一つの実施例に係る運送状出力サービス方法は
、ショッピングモール、販売者、及び配送者と連動して販売者に運送状の出力を支援する
運送状出力サービス方法で、配送者から予め割り当てられた複数の運送状番号を格納する
運送状番号格納工程（ステップＳ５１０）、販売者がアクセス可能な運送状ページを提供
する運送状ページ提供工程（ステップＳ５２０）、購買者がショッピングモールを介して
販売者の商品を注文すると、ショッピングモールから商品の注文情報の入力を受け、予め
格納された複数の運送状番号から一つの運送状番号を選択して注文商品に対する運送状番
号を発番する運送状番号発番工程（ステップＳ５３０）、及び運送状ページ内に発番され
た運送状番号を含む運送状情報及び注文情報を提供する第1情報提供工程（ステップＳ５
４０）を備える。
【００７０】
　本発明の少なくとも一つの実施例に係る運送状出力サービス方法は、販売者が運送状ペ
ージ内で商品に対する運送状を出力できるように運送状イメージを出力する運送状イメー
ジ出力工程（ステップＳ５５０）をさらに備える。
【００７１】
　本発明の少なくとも一つの実施例に係る運送状出力サービス方法は、販売者が運送状ペ
ージ内で商品に対する運送状を出力すると、運送状情報を配送者とショッピングモールに
提供する第２情報提供工程（ステップＳ５６０）をさらに備える。従って、販売者が運送
状を出力してから当該商品の注文番号に該当する運送状番号をショッピングモールにアッ
プロード（登録）する必要がない。
【００７２】
　故に、本発明の少なくとも一つの実施例に係る運送状出力サービス方法は、配送者と連
動して配送情報を自動的に配送者に提供するので、配送追跡などを介して物流品質を改善
することができる。
【００７３】
　本発明の少なくとも一つの実施例において、運送状ページ提供工程（ステップＳ５２０
）は、販売者が利用する配送者の運送状フォームに従って出力する情報を設定する運送状
フォーム設定工程（ステップＳ５４５）を含む。
【００７４】
　本発明の少なくとも一つの実施例において、運送状フォーム設定工程（ステップＳ５４
５）は、それぞれの提供される運送状をスキャンし、運送状番号フィールド及び日付フィ
ールドを含む複数のフィールドの位置、フォント、及び属性を該当する配送者の運営ポリ
シーに従って設定することにより運送状フォームを作成する（図６参照）。
【００７５】
　本発明の少なくとも一つの実施例において、運送状フォーム設定工程（ステップＳ５４
５）は、ユーザーが複数のフィールドの位置、フォント、及び属性を編集可能な運送状フ
ォームのカスタマイズ機能を提供する（図６参照）。
【００７６】
　本発明の少なくとも一つの実施例において、運送状ページ提供工程（ステップＳ５２０
）は、運送状ページをショッピングモール内の販売者の販売者サイトに提供する。この場
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合、販売者は同一のショッピングモール内で注文及び配送処理を両方ともできるという効
果がある。
【００７７】
　本発明の少なくとも一つの実施例において、運送状ページ提供工程（ステップＳ５２０
）は、運送状ページをショッピングモールとは異なる別途のサイトに提供する。この場合
、販売者は注文処理と配送処理を別途管理することができるのみならず、別途のサイトを
介してショッピングモール１００での販売とは関係のない配送処理も可能である。
【００７８】
　本発明の少なくとも一つの実施例に係る運送状出力サービス方法は、販売者のサービス
利用申請を受け、販売者のサービス加入を行うサービス加入遂行工程（不図示）をさらに
備える。
【００７９】
　本発明の少なくとも一つの実施例において、運送状イメージ出力工程（ステップＳ５５
０）は、運送状情報及び注文情報が記載された運送状イメージを販売者がワンクリックで
出力可能にする。
【００８０】
　従来の運送状出力処理とは異なり、本発明の少なくとも一つの実施例に係る運送状出力
サービス方法は、販売者が商品の注文状態を把握し、注文情報をダウンロード及びアップ
ロードする複数の段階でのクリックを行わずに、一回のクリックのみで運送状を出力する
ことができるようにする。
【００８１】
　本発明の少なくとも一つの実施例において、運送状イメージ出力工程（ステップＳ５５
０）は、ショッピングモールから注文情報が入力されると、運送状情報及び注文情報が記
載された運送状イメージを販売者の出力装置に自動に出力する。
【００８２】
　このようにすることで、販売者が別途の作業を行わなくても購買者の注文と同時に自動
で運送状を出力することができるので、面倒な情報のダウンロード及びアップロードなど
の作業を行わずに、容易に運送状を出力することができる。
【００８３】
　本発明の少なくとも一つの実施例において、運送状番号発番工程（ステップＳ５３０）
は、ショッピングモールから注文情報が入力されると、販売者に注文情報を通知する工程
（不図示）を含む。
【００８４】
　このように、本発明の少なくとも一つの実施例に係る運送状出力サービス方法は、ショ
ッピングモールから注文情報が入力されると、運送状番号発番工程（ステップＳ５３０）
で直ちに文字、電子メール、電話などを介して販売者に注文情報を通知するので、販売者
が定期的に注文情報を把握する手間を省くことができる。
【００８５】
　図６は、本発明の少なくとも一つの実施例に係る運送状フォームの一例を示す概略図で
ある。
【００８６】
　図６に示すように、本発明の少なくとも一つの実施例に係る運送状フォームの一例は、
運送状番号フィールド（６１０、６１４）受付日フィールド（６１２、６１６）、バーコ
ードフィールド（６１８、６２８、６３２）、受取人フィールド（６２０、６４６）、発
送人フィールド（６２２、６３８）、その他の情報フィールド（６２４）、引取人フィー
ルド（６２６）、配送商品名・オプションフィールド（６３０）、配達地点配達者フィー
ルド（６３４）などで構成される。
【００８７】
　図６に示す運送状フォームの一例で右側上段と下段にある二つの受取人と発送人フィー
ルドのうち上段の部分はステッカーで分離され、配送担当者が配送完了時に証拠資料とし
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て持っていく部分である。このとき、ステッカーで分離される部分は引取人（６２５）と
バーコード（６２８）を含んでその上の部分である。
【００８８】
　図６のそれぞれのフィールドは必ず記載しないといけない必須フィールドと必要に応じ
て記載するオプションフィールドを含み、運送状のフォームに予め空欄として印刷されて
いる。運送状の出力の際に当該情報がそれぞれのフィールドの位置に印刷され、バーコー
ドが生成される。
【００８９】
　それぞれのフィールドの位置は図面上の位置から大きく外れない範囲で文字の大きさ及
びフォントを変更することができる。特に、配送商品名・オプションフィールド（６３０
）は、図６に示す例では４行のみが図示されているが、運送状の余白に従って文字の大き
さを減らし、最大８行まで変更することができる。
【００９０】
　図６に示す例で、左側上段のバーコードは配送ターミナルバーコードであり、左側下段
及び右側のバーコードは運送状番号バーコードである。
【００９１】
　図２及び図３に示すように、本発明の少なくとも一つの実施例に係る運送状出力サービ
スシステムは、ショッピングモール１００、ショッピングモール１００内に販売者サイト
を有する販売者１１０、及び販売者１１０が利用する配送者１２０をネットワーク（例え
ば、インターネット）を介して接続するネットワーク装置（不図示）及びメモリー（不図
示）とプロセッサ（不図示）を含む演算装置（不図示）を備え、演算装置は、例えば、シ
ョッピングモール１００、販売者１１０、及び配送者１２０と連動して運送状の出力を支
援する運送状出力サービス装置２００を含む。
【００９２】
　本発明の少なくとも一つの実施例において、運送状出力サービス装置２００は、運送状
番号格納部２２０、運送状ページ提供部２４０、運送状番号発番部２３０、及び第１情報
提供部２６０を含む。
【００９３】
　運送状番号格納部２２０は、予め配送者１２０から複数の運送状番号を割り当てられて
メモリーに格納する。
【００９４】
　運送状ページ提供部２４０は、販売者１１０がアクセス可能な運送状ページを提供する
。運送状ページはショッピングモール１００内または別途のサイト内の販売者１１０の販
売者アカウントを介して提供されても良い。
【００９５】
　運送状番号発番部２３０は、購買者１３０がショッピングモール１００を介して販売者
１１０の商品を注文すると、ショッピングモール１００から商品の注文情報の入力を受け
、運送状番号格納部２２０に格納された複数の運送状番号から一つの番号を選択して当該
商品に対する運送状番号を発番する。
【００９６】
　第１情報提供部２６０は、運送状ページ内に運送状番号発番部２３０が発番した運送状
番号を含む運送状情報及び当該商品の注文情報を提供する。
【００９７】
　本発明の少なくとも一つの実施例において、運送状出力サービス装置２００は、販売者
１１０が運送状ページ内で当該商品に対する運送状を出力できるように運送状イメージを
出力する運送状イメージ出力部２５０をさらに備える。ここで、イメージの出力とは、プ
リンターを用いた印刷とプリンターでの出力のための印刷イメージの出力の両方を含む。
【００９８】
　本発明の少なくとも一つの実施例において、運送状出力サービス装置２００は、販売者
１１０が運送状ページ内で当該商品に対する運送状を出力すると、運送状情報を配送者１
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２０とショッピングモール１００に提供する第２情報提供部２７０をさらに備える。
【００９９】
　従って、販売者１１０が運送状を出力してから、当該商品の注文番号に該当する運送状
番号をショッピングモール１００にアップロード（登録）する必要がない。
【０１００】
　本発明の少なくとも一つの実施例において、運送状ページ提供部２４０は、販売者１１
０が利用する配送者１２０の運送状フォームに従って出力する情報を設定する運送状フォ
ーム設定部２４１を含む。
【０１０１】
　本発明の少なくとも一つの実施例において、運送状フォーム設定部２４１は、それぞれ
の配送者１２０から提供される運送状をスキャンし、運送状番号フィールド及び日付フィ
ールドを含む複数のフィールドの位置、フォント、及び属性を該当する配送者１２０の運
営ポリシーに従って設定する（図６参照）。
【０１０２】
　本発明の少なくとも一つの実施例において、運送状フォーム設定部２４１は、ユーザー
が複数のフィールドの位置、フォント、及び属性を編集可能な運送状フォームのカスタマ
イズ機能を提供する（図６参照）。
【０１０３】
　本発明の少なくとも一つの実施例において、運送状ページ提供部２４０は、運送状ペー
ジをショッピングモール１００内の販売者１１０の販売者サイトに提供する。従って、本
発明の少なくとも一つの実施例に係る運送状出力サービスシステムでは、販売者１１０が
同一のショッピングモール内で注文及び配送処理を両方ともできるという効果がある。
【０１０４】
　本発明の少なくとも一つの実施例において、運送状ページ提供部２４０は、運送状ペー
ジをショッピングモールとは異なる別途のサイトに提供する。従って、本発明の少なくと
も一つの実施例に係る運送状出力サービスシステムでは、販売者１１０は注文処理と配送
処理を別途管理することができるのみならず、別途のサイトを介してショッピングモール
１００での販売とは関係のない配送処理も可能である。
【０１０５】
　本発明の少なくとも一つの実施例において、運送状出力サービス装置２００は、販売者
１１０のサービス利用申請を受け、販売者１１０のサービス加入を行うサービス加入遂行
部２１０をさらに備える。
【０１０６】
　本発明の少なくとも一つの実施例において、運送状イメージ出力部２５０は、運送状情
報及び注文情報が記載された運送状イメージを販売者１１０がワンクリックで出力可能に
する。
【０１０７】
　従来の運送状出力処理とは異なり、本発明の少なくとも一つの実施例に係る運送状出力
サービス装置２００は、販売者１１０が商品の注文状態を把握し、注文情報をダウンロー
ド及びアップロードする複数の段階でのクリックを行わずに、一回のクリックのみで運送
状を出力することができるようにする。
【０１０８】
　本発明の少なくとも一つの実施例において、運送状イメージ出力部２５０は、ショッピ
ングモール１００から注文情報が入力されると、運送状情報及び注文情報が記載された運
送状イメージを販売者１１０の出力装置に自動に出力する。
【０１０９】
　このようにすることで、販売者１１０は別途の作業を行わなくても購買者１３０の注文
と同時に自動で運送状を出力することができるので、面倒な情報のダウンロード及びアッ
プロードなどの作業を行わずに、容易に運送状を出力することができる。
【０１１０】
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　本発明の少なくとも一つの実施例において、運送状番号発番部２３０は、ショッピング
モール１００から注文情報が入力されると、販売者１１０に注文情報を通知する。
【０１１１】
　このように、本発明の少なくとも一つの実施例に係る運送状出力サービス装置２００は
、ショッピングモール１００から注文情報が入力されると、運送状番号発番部２３０が直
ちに文字、電子メール、電話などを介して販売者１１０に注文情報を通知するので、販売
者１１０が定期的に注文情報を把握する手間を省くことができる。
【０１１２】
　以上説明したように、本発明の少なくとも一つの実施例によれば、販売者が面倒な情報
のダウンロード及びアップロード作業を行わずに、容易に運送状を出力できる。
【０１１３】
　さらに、本発明の少なくとも一つの実施例によれば、ショッピングモールと注文情報を
連動するので、販売者の面倒な業務手続及びそれによるミスを事前に防止することができ
る。
【０１１４】
　さらに、本発明の少なくとも一つの実施例によれば、配送者と連動して配送情報を自動
に移管するので、配送追跡などを介して物流品質を改善できる
【０１１５】
　以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態
に記載の範囲には限定されない。上記実施の形態に、多様な変更又は改良を加えることが
可能であることが当業者に明らかである。そのような変更又は改良を加えた形態も本発明
の技術的範囲に含まれ得ることが、特許請求の範囲の記載から明らかである。
【符号の説明】
【０１１６】
　１００：ショッピングモール                     
　１１０：販売者
　１２０：配送者                         
　１３０：購買者
　２００：運送状出力サービス装置         
　２１０：サービス加入遂行部
　２２０：運送状番号格納部                       
　２３０：運送状番号発番部
　２４０：運送状ページ提供部                     
　２４１：運送状フォーム設定部
　２５０：運送状イメージ出力部                   
　２６０：第１情報提供部
　２７０：第２情報提供部
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【図６】

【手続補正書】
【提出日】令和1年7月1日(2019.7.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ショッピングモール、販売者、及び配送者と連動して運送状の出力を支援する運送状出
力サービス装置であって、
　前記配送者から予め割り当てられた複数の運送状番号を格納する運送状番号格納部と、
　前記ショッピングモール内の前記販売者のサイトに、前記販売者が運送状イメージを出
力するためにアクセス可能な運送状ページを提供する運送状ページ提供部と、
　購買者が前記ショッピングモールを介して前記販売者の商品を注文すると、前記ショッ
ピングモールから前記商品の注文情報の入力を受け、前記運送状番号格納部に格納された
前記複数の運送状番号から前記商品に対する運送状番号を発番する運送状番号発番部と、
　前記運送状番号発番部が発番した前記運送状番号を含む運送状情報及び前記注文情報を
前記運送状ページに提供する第１情報提供部と、
　前記販売者が前記運送状ページにおいて前記商品に対する前記運送状イメージを出力す
ると前記運送状情報を前記配送者と前記ショッピングモールに提供する第２情報提供部と
、
　を備える、
　運送状出力サービス装置。
【請求項２】
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　前記販売者が前記運送状ページ内で前記商品に対する運送状を出力できるように運送状
イメージを出力する運送状イメージ出力部をさらに備える、
　請求項１に記載の運送状出力サービス装置。
【請求項３】
　前記運送状ページ提供部は、前記販売者が利用する配送者の運送状フォームに従って出
力する情報を設定する運送状フォーム設定部を含む、
　請求項１に記載の運送状出力サービス装置。
【請求項４】
　前記運送状フォーム設定部は、それぞれの配送者から提供される運送状がスキャンされ
た画像に基づいて、運送状番号フィールド及び日付フィールドを含む複数のフィールドの
位置、フォント、及び属性を該当する配送者の運営ポリシーに従って設定することにより
前記運送状フォームを作成する、
　請求項３に記載の運送状出力サービス装置。
【請求項５】
　前記運送状フォーム設定部は、ユーザーが前記複数のフィールドの位置、フォント、及
び属性を編集可能な運送状フォームカスタマイズ機能を提供する、
　請求項４に記載の運送状出力サービス装置。
【請求項６】
　前記販売者のサービス利用申請を受け、前記販売者のサービス加入を行うサービス加入
遂行部をさらに備える、
　請求項１ないし５の何れか一項に記載の運送状出力サービス装置。
【請求項７】
　前記運送状イメージ出力部は、前記運送状情報及び前記注文情報が記載された運送状イ
メージを前記販売者がワンクリックで出力可能にする、
　請求項２に記載の運送状出力サービス装置。
【請求項８】
　前記運送状イメージ出力部は、前記ショッピングモールから前記注文情報が入力される
と、前記運送状情報及び前記注文情報が記載された運送状イメージを前記販売者の出力装
置に自動的に出力する、
　請求項２に記載の運送状出力サービス装置。
【請求項９】
　前記運送状番号発番部は、前記ショッピングモールから前記注文情報が入力されると、
前記販売者に前記注文情報を通知する、
　請求項１ないし８の何れか一項に記載の運送状出力サービス装置。
【請求項１０】
　コンピュータが実行する、ショッピングモール、販売者、及び配送者と連動して運送状
の出力を支援する運送状出力サービス方法であって、
　前記配送者から予め割り当てられた複数の運送状番号を格納する運送状番号格納工程と
、
　前記ショッピングモール内の前記販売者のサイトに、前記販売者が運送状イメージを出
力するためにアクセス可能な運送状ページを提供する運送状ページ提供工程と、
　購買者が前記ショッピングモールを介して前記販売者の商品を注文すると、前記ショッ
ピングモールから前記商品の注文情報の入力を受け、前記運送状番号格納工程において格
納した前記複数の運送状番号から前記商品に対する運送状番号を発番する運送状番号発番
工程と、
　前記運送状番号発番工程において発番した前記運送状番号を含む運送状情報及び前記注
文情報を前記運送状ページ内に提供する第１情報提供工程と、
　前記販売者が前記運送状ページにおいて前記商品に対する前記運送状イメージを出力す
ると前記運送状情報を前記配送者と前記ショッピングモールに提供する第２情報提供工程
と、
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　を備える、
　運送状出力サービス方法。
【請求項１１】
　ショッピングモール、販売者、及び配送者と連動して運送状の出力を支援する運送状出
力サービスシステムであって、
　前記ショッピングモール、前記販売者、及び前記配送者を接続するネットワークを構成
するためのネットワーク装置と、
　メモリーとプロセッサを含む演算装置と
　を備え、
　前記演算装置は、請求項１ないし９の何れか一項に記載の運送状出力サービス装置を含
む、
　運送状出力サービスシステム。
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